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⑴　この特約は、ICキャッシュカード（従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協
会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能（以下、
かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。）の利用を可能とするカードの
ことをいいます。）を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。

⑵　この特約は、ひろぎんカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱
われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては、ひろぎんカード規定が適用され
るものとします。

⑶　この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、ひろ
ぎんカード規定の定義に従います。

〈ご注意〉
1．貯蓄預金について発行したひろぎん貯蓄預金カードは、デビットカードではありません。
2．ひろぎん便利パックキャッシュカードは、普通預金側のみがデビットカード取引に利用

できます。
 以　上

Ｐａｙ-ｅａｓｙ（ペイジー）口座振替受付サービス取引規定
1．（サービスの概要）

　大手量販店、信販・クレジット会社、保険会社等に対し、各種料金支払に係る口座振替依
頼の手続きをお客さまが行う際、各企業の店頭設置の専用端末にキャッシュカードを読み込
ませ、暗証番号を入力することで、電子的に手続きを行うことができるサービスです。従来
の口座振替依頼書へのお届け印鑑の押印が不要となります。

2．（適用範囲）
⑴　当行と預金口座振替に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク

運営機構（以下「運営機構」といいます。）所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構
に収納機関として登録された法人（以下「収納機関」といいます。）、もしくは、当該収
納機関から委託を受けた法人の窓口（以下「取扱窓口」といいます。）に対して、キャッ
シュカード〔当行が普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)についてキャッシュ

⑴　当行と預金口座振替に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク
運営機構（以下「運営機構」といいます。）所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構
に収納機関として登録された法人（以下「収納機関」といいます。）、もしくは、当該収
納機関から委託を受けた法人の窓口（以下「取扱窓口」といいます。）に対して、キャッ
シュカード〔当行が普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)についてキャッシュ

カード(普通預金・貯蓄預金)にかかる規定にもとづいて発行したカード。以下「カード」
といいます。〕を提示して、後記４．⑴の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サー
ビス」といいます。)については、この規定により取扱います。

⑵　本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」
といいます。)の預金者本人に限り、当行が本サービスに利用することを承認したカード
のみ利用できることとします。

3．（利用方法等）
⑴　本サービスを利用するときは、預金者は自らカードを取扱窓口に設置された本サービス

にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカー
ドの暗証番号を第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自
ら入力してください。

⑵　次の場合には、本サービスを利用することはできません。
①　停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
②　取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振

替による支払を受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
⑶　次の場合には、カードを本サービスに利用することはできません。

①　当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②　カード(磁気ストライプ等の電磁的記録を含みます。)が破損している場合

⑷　当行が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間
帯は、本サービスを利用することはできません。

4．（預金口座振替契約等）
⑴　前記３．⑴により暗証番号の入力がされたときに、契約が解除されるまでの期間、収納

機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口
座から引き落としのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。)
が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の
受付確認を表す電文が表示されないときは、預金口座振替は成立しなかったものとします。
当行が預金口座振替が成立したものとみなした場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、
払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引き落とします。

⑵　前記⑴にかかわらず、当行所定の手続による預金者の本人確認ができない場合には、当
行は預金口座振替を解除できるものとします。

⑶　収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書記
載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利
用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求
書を収納機関に返却し、または当行任意の金額を振替指定日以降任意の日に引き落としの
うえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします。また、振替指定
日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能
金額をこえる場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。

⑷　収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になった
ときは、当行は変更後の契約者番号で引き続き取扱うものとします。

⑸　長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預
金口座振替が終了したものとして取扱うこができるものとします。

5．（本サービスの機能を停止する場合）
　本サービスを利用する機能は、当行所定の方式により当行国内本支店へ申出ることにより
停止することができます。当行はこの申出を受けたときは、本サービスを利用する機能を停
止する措置を講じます。

6．（免責事項）
⑴　当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が

交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預
金口座振替の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失そ
の他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

⑵　本サービスについて仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は一切の
責任を負わないものとします。

7．（規定の準用）
この規定に定めのない事項についてはキャッシュカード (普通預金・貯蓄預金)にかかる規

定により取扱います。
8．（規定の変更）

⑴　この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた
場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が
到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対す
る債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となってい
るものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

⑵　前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
①　相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方

法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、こ
の預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対
する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。

②　前「①」の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたしま

預金の規定とともにぜひご一読ください。

⑴　この預金は、次に定める満期日以後に支払います。
①　満期日の指定があったときは、指定された日を満期日とします。

　満期日はこの預金の全部または一部について預入日の１年後の応当日（通帳記載の据
置期間満了日。継統をしたときはその継続日の１年後の応当日）から最長預入期限まで
の間の任意の日を指定することができます。満期日を指定するときは、当店にその１か
月前までに通知をしてください。この預金の一部について満期日を定めるときは、１万
円以上の金額で指定してください。

②　継続停止の申出があり満期日の指定がないとき（次項により満期日の指定はなかった
ものとしたときを含む。）は、最長預入期限を満期日とします。継続停止の申出があっ
た後、この預金の一部が解約されたときの残りの金額について満期日の指定のないとき
も同様とします。

⑵　指定された満期日から１か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はなか
ったものとします。指定された満期日から１か月以内に最長預入期限が到来したときも同
様とします。

す。
③　前「①」による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は

遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができ
るものとします。

⑶　第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
①　この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日ま

でとし、利率は約定利率を適用するものとします。
②　借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通

知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、
借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定め
によるものとします。

⑷　第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用す
るものとします。

⑸　第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めが
あるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当
行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

⑴　この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認
められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知するこ
とにより、変更できるものとします。

⑵　前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以　上

この『共通規定』は、この規定集のすべての定期預金に適用いたしますので、該当する定期

⑶　継続停止の申出のない場合、この預金の一部が解約されたときはその残りの金額につい
て、また、前項により満期日の指定がなかったものとされたときは預金の全部について、
引続き自動継続の取扱をします。

カード(普通預金・貯蓄預金)にかかる規定にもとづいて発行したカード。以下「カード」
といいます。〕を提示して、後記４．⑴の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サー
ビス」といいます。)については、この規定により取扱います。

⑵　本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」
といいます。)の預金者本人に限り、当行が本サービスに利用することを承認したカード
のみ利用できることとします。

3．（利用方法等）
⑴　本サービスを利用するときは、預金者は自らカードを取扱窓口に設置された本サービス

にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカー
ドの暗証番号を第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自
ら入力してください。

⑵　次の場合には、本サービスを利用することはできません。
①　停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
②　取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振

替による支払を受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
⑶　次の場合には、カードを本サービスに利用することはできません。

①　当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②　カード(磁気ストライプ等の電磁的記録を含みます。)が破損している場合

⑷　当行が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間
帯は、本サービスを利用することはできません。

4．（預金口座振替契約等）
⑴　前記３．⑴により暗証番号の入力がされたときに、契約が解除されるまでの期間、収納

機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口
座から引き落としのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。)
が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の
受付確認を表す電文が表示されないときは、預金口座振替は成立しなかったものとします。
当行が預金口座振替が成立したものとみなした場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、
払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引き落とします。

⑵　前記⑴にかかわらず、当行所定の手続による預金者の本人確認ができない場合には、当
行は預金口座振替を解除できるものとします。

⑶　収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書記
載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利
用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求
書を収納機関に返却し、または当行任意の金額を振替指定日以降任意の日に引き落としの
うえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします。また、振替指定
日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能
金額をこえる場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。

⑷　収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になった
ときは、当行は変更後の契約者番号で引き続き取扱うものとします。

⑸　長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預
金口座振替が終了したものとして取扱うこができるものとします。

⑴　この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた
場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が
到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対す
る債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となってい
るものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

⑵　前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
①　相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方

法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、こ
の預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対
する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。

②　前「①」の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたしま

預金の規定とともにぜひご一読ください。

⑴　この預金は、次に定める満期日以後に支払います。
①　満期日の指定があったときは、指定された日を満期日とします。

　満期日はこの預金の全部または一部について預入日の１年後の応当日（通帳記載の据
置期間満了日。継統をしたときはその継続日の１年後の応当日）から最長預入期限まで
の間の任意の日を指定することができます。満期日を指定するときは、当店にその１か
月前までに通知をしてください。この預金の一部について満期日を定めるときは、１万
円以上の金額で指定してください。

②　継続停止の申出があり満期日の指定がないとき（次項により満期日の指定はなかった
ものとしたときを含む。）は、最長預入期限を満期日とします。継続停止の申出があっ
た後、この預金の一部が解約されたときの残りの金額について満期日の指定のないとき
も同様とします。

⑵　指定された満期日から１か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はなか
ったものとします。指定された満期日から１か月以内に最長預入期限が到来したときも同
様とします。

す。
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あるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当
行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

⑴　この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認
められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知するこ
とにより、変更できるものとします。

⑵　前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以　上

この『共通規定』は、この規定集のすべての定期預金に適用いたしますので、該当する定期

⑶　継続停止の申出のない場合、この預金の一部が解約されたときはその残りの金額につい
て、また、前項により満期日の指定がなかったものとされたときは預金の全部について、
引続き自動継続の取扱をします。
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⑴　当行と預金口座振替に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク
運営機構（以下「運営機構」といいます。）所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構
に収納機関として登録された法人（以下「収納機関」といいます。）、もしくは、当該収
納機関から委託を受けた法人の窓口（以下「取扱窓口」といいます。）に対して、キャッ
シュカード〔当行が普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)についてキャッシュ

カード(普通預金・貯蓄預金)にかかる規定にもとづいて発行したカード。以下「カード」
といいます。〕を提示して、後記４．⑴の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サー
ビス」といいます。)については、この規定により取扱います。

⑵　本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」
といいます。)の預金者本人に限り、当行が本サービスに利用することを承認したカード
のみ利用できることとします。

⑴　当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が
交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預
金口座振替の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失そ
の他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

⑵　本サービスについて仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は一切の
責任を負わないものとします。

7．（規定の準用）
この規定に定めのない事項についてはキャッシュカード (普通預金・貯蓄預金)にかかる規

定により取扱います。
8．（規定の変更）

⑴　この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認
められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知するこ
とにより、変更できるものとします。

⑵　前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以　上

Ｐａｙ-ｅａｓｙ（ペイジー）料金等払込サービスATM取引規定
1．（適用範囲）

　Pay-easy（ペイジー）料金等払込サービス（以下「料金等払込」といいます。）は、当行
所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等（以下「料金等」といいます。）の払込を行
うため、当行所定の現金自動預入払出兼用機（以下「当行ATM」といいます。）において、
預金（普通預金（ひろぎん総合口座取引の普通預金を含みます。）および貯蓄預金をいいま
す。以下同じです。）の機能をもつ当行のキャッシュカード（以下「カード」といいます。）
を利用して、払込資金を当該カードの預金口座から引き落とし（ひろぎん総合口座取引規定
に基づき当座貸越により引き落とす場合も含みます。）または、払込資金として現金を投入
し、料金等の払込を行う取扱いをいい、この取扱いについてはこの規定により取扱います。

2．（利用方法）
⑴　料金等払込をするときは、当行ATMの画面表示等の操作手順に従って、収納機関から

通知された収納機関番号、お客様番号（納付番号）、確認番号その他当行所定の事項を当
行ATMに正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依
頼してください。

⑵　前項の依頼に基づく照会の結果として当行ATMの画面に表示される納付情報または請
求情報を確認したうえで、料金等払込の依頼を行ってください。
なお、当行ATMの画面表示等の操作手順に従って当行所定の事項を正確に入力してくだ
さい。

⑶　第1項の依頼内容および第2項の収納機関からの照会結果について、不備があったとして
も、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

3．（料金等払込にかかる取引の成立）

⑴　料金等払込にかかる取引は、当行がコンピュータ・システムにより依頼内容を確認して
払込資金の受領を確認したときに成立するものとします。

⑵　前項により取引が成立したときは、当行は、領収書に代えて依頼内容を記載した利用明
細票を交付しますので、依頼内容を確認してください。

　この利用明細票は、取引の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
⑶　次の場合には、料金等払込を行うことはできません。

①　停電、故障等により取扱いできない場合
②　申込内容に基づく払込金額が、手続時点において当該カードより払い戻すことのでき

る金額(当座貸越があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③　1日あたりのまたは1回あたりの当該カード利用金額が、当行が定めた範囲を超える場

合
④　当該カードの口座が解約済みの場合
⑤　当該カードに関する支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った

場合
⑥　収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑦　当行または収納機関が料金等払込の取扱いを行うことができないものとして定めた日

または時間帯に、料金等払込の取扱いを行う場合
⑧　当行所定の回数を超えて当該カードの暗証を誤って当行ATMに入力した場合
⑨　当該カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
⑩　その他当行が必要と認めた場合

⑷　料金等払込にかかる取引が成立した後は、料金等払込の依頼を撤回することができませ
ん。

⑸　収納機関からの連絡により、料金等払込が取り消されることがあります。
⑹　当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払

込の利用が停止されることがあります。料金等払込サービスの利用を再開するには、必要
に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。

⑴　この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた
場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が
到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対す
る債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となってい
るものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

⑵　前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
①　相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方

法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、こ
の預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対
する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。

②　前「①」の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたしま

預金の規定とともにぜひご一読ください。

⑴　この預金は、次に定める満期日以後に支払います。
①　満期日の指定があったときは、指定された日を満期日とします。

　満期日はこの預金の全部または一部について預入日の１年後の応当日（通帳記載の据
置期間満了日。継統をしたときはその継続日の１年後の応当日）から最長預入期限まで
の間の任意の日を指定することができます。満期日を指定するときは、当店にその１か
月前までに通知をしてください。この預金の一部について満期日を定めるときは、１万
円以上の金額で指定してください。

②　継続停止の申出があり満期日の指定がないとき（次項により満期日の指定はなかった
ものとしたときを含む。）は、最長預入期限を満期日とします。継続停止の申出があっ
た後、この預金の一部が解約されたときの残りの金額について満期日の指定のないとき
も同様とします。

⑵　指定された満期日から１か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はなか
ったものとします。指定された満期日から１か月以内に最長預入期限が到来したときも同
様とします。

す。
③　前「①」による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は

遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができ
るものとします。

⑶　第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
①　この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日ま

でとし、利率は約定利率を適用するものとします。
②　借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通

知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、
借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定め
によるものとします。

⑷　第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用す
るものとします。

⑸　第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めが
あるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当
行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

⑴　この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認
められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知するこ
とにより、変更できるものとします。

⑵　前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以　上

この『共通規定』は、この規定集のすべての定期預金に適用いたしますので、該当する定期

⑶　継続停止の申出のない場合、この預金の一部が解約されたときはその残りの金額につい
て、また、前項により満期日の指定がなかったものとされたときは預金の全部について、
引続き自動継続の取扱をします。

⑴　当行と預金口座振替に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク
運営機構（以下「運営機構」といいます。）所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構
に収納機関として登録された法人（以下「収納機関」といいます。）、もしくは、当該収
納機関から委託を受けた法人の窓口（以下「取扱窓口」といいます。）に対して、キャッ
シュカード〔当行が普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)についてキャッシュ

カード(普通預金・貯蓄預金)にかかる規定にもとづいて発行したカード。以下「カード」
といいます。〕を提示して、後記４．⑴の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サー
ビス」といいます。)については、この規定により取扱います。

⑵　本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」
といいます。)の預金者本人に限り、当行が本サービスに利用することを承認したカード
のみ利用できることとします。

⑴　この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認
められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知するこ
とにより、変更できるものとします。

⑵　前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以　上

Ｐａｙ-ｅａｓｙ（ペイジー）料金等払込サービスATM取引規定
1．（適用範囲）

　Pay-easy（ペイジー）料金等払込サービス（以下「料金等払込」といいます。）は、当行
所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等（以下「料金等」といいます。）の払込を行
うため、当行所定の現金自動預入払出兼用機（以下「当行ATM」といいます。）において、
預金（普通預金（ひろぎん総合口座取引の普通預金を含みます。）および貯蓄預金をいいま
す。以下同じです。）の機能をもつ当行のキャッシュカード（以下「カード」といいます。）
を利用して、払込資金を当該カードの預金口座から引き落とし（ひろぎん総合口座取引規定
に基づき当座貸越により引き落とす場合も含みます。）または、払込資金として現金を投入
し、料金等の払込を行う取扱いをいい、この取扱いについてはこの規定により取扱います。

2．（利用方法）
⑴　料金等払込をするときは、当行ATMの画面表示等の操作手順に従って、収納機関から

通知された収納機関番号、お客様番号（納付番号）、確認番号その他当行所定の事項を当
行ATMに正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依
頼してください。

⑵　前項の依頼に基づく照会の結果として当行ATMの画面に表示される納付情報または請
求情報を確認したうえで、料金等払込の依頼を行ってください。
なお、当行ATMの画面表示等の操作手順に従って当行所定の事項を正確に入力してくだ
さい。

⑶　第1項の依頼内容および第2項の収納機関からの照会結果について、不備があったとして
も、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

3．（料金等払込にかかる取引の成立）

⑴　料金等払込にかかる取引は、当行がコンピュータ・システムにより依頼内容を確認して
払込資金の受領を確認したときに成立するものとします。

⑵　前項により取引が成立したときは、当行は、領収書に代えて依頼内容を記載した利用明
細票を交付しますので、依頼内容を確認してください。

　この利用明細票は、取引の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
⑶　次の場合には、料金等払込を行うことはできません。

①　停電、故障等により取扱いできない場合
②　申込内容に基づく払込金額が、手続時点において当該カードより払い戻すことのでき

る金額(当座貸越があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③　1日あたりのまたは1回あたりの当該カード利用金額が、当行が定めた範囲を超える場

合
④　当該カードの口座が解約済みの場合
⑤　当該カードに関する支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った

場合
⑥　収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑦　当行または収納機関が料金等払込の取扱いを行うことができないものとして定めた日

または時間帯に、料金等払込の取扱いを行う場合
⑧　当行所定の回数を超えて当該カードの暗証を誤って当行ATMに入力した場合
⑨　当該カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
⑩　その他当行が必要と認めた場合

⑷　料金等払込にかかる取引が成立した後は、料金等払込の依頼を撤回することができませ
ん。

⑸　収納機関からの連絡により、料金等払込が取り消されることがあります。
⑹　当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払

込の利用が停止されることがあります。料金等払込サービスの利用を再開するには、必要
に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。

⑴　この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた
場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が
到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対す
る債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となってい
るものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

⑵　前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
①　相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方

法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、こ
の預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対
する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。

②　前「①」の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたしま

預金の規定とともにぜひご一読ください。

⑴　この預金は、次に定める満期日以後に支払います。
①　満期日の指定があったときは、指定された日を満期日とします。

　満期日はこの預金の全部または一部について預入日の１年後の応当日（通帳記載の据
置期間満了日。継統をしたときはその継続日の１年後の応当日）から最長預入期限まで
の間の任意の日を指定することができます。満期日を指定するときは、当店にその１か
月前までに通知をしてください。この預金の一部について満期日を定めるときは、１万
円以上の金額で指定してください。

②　継続停止の申出があり満期日の指定がないとき（次項により満期日の指定はなかった
ものとしたときを含む。）は、最長預入期限を満期日とします。継続停止の申出があっ
た後、この預金の一部が解約されたときの残りの金額について満期日の指定のないとき
も同様とします。

⑵　指定された満期日から１か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はなか
ったものとします。指定された満期日から１か月以内に最長預入期限が到来したときも同
様とします。

す。
③　前「①」による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は

遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができ
るものとします。

⑶　第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
①　この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日ま

でとし、利率は約定利率を適用するものとします。
②　借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通

知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、
借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定め
によるものとします。

⑷　第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用す
るものとします。

⑸　第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めが
あるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当
行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

⑴　この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認
められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知するこ
とにより、変更できるものとします。

⑵　前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以　上

この『共通規定』は、この規定集のすべての定期預金に適用いたしますので、該当する定期

⑶　継続停止の申出のない場合、この預金の一部が解約されたときはその残りの金額につい
て、また、前項により満期日の指定がなかったものとされたときは預金の全部について、
引続き自動継続の取扱をします。


